
JP 5110196 B1 2012.12.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の携帯機器に対する充電が可能な車載用充電機器と、この車載用充電機器で充電中の
携帯機器からの情報を表示する車載用電子機器とを備え、前記車載用充電機器は、複数の
携帯機器が設置される複数の設置エリアを配置した充電台と、この充電台の背面側に設け
た充電手段と、この充電手段に接続した充電制御部と、この充電制御部に接続した充電通
信部とを有し、前記車載用電子機器は、前記充電通信部との通信を行う電子機器通信部と
、この電子機器通信部に接続した電子機器制御部と、この電子機器制御部に接続した表示
部とを有し、前記電子機器制御部は、前記充電台の設置エリアにおいて充電されている前
記携帯機器の通信状態を、前記表示部の、前記充電台の設置エリアに対応する部分に表示
させる構成とした車載用電子装置。
【請求項２】
前記表示部を矩形状とし、そのコーナー部分に前記携帯機器の通信状態を表示させる構成
とした請求項１に記載の車載用電子装置。
【請求項３】
前記充電台には４つの設置エリアを配置し、前記表示部の４つのコーナー部分に前記携帯
機器の通信状態を表示させる構成とした請求項２に記載の車載用電子装置。
【請求項４】
前記車載用充電機器の前記充電手段は、前記充電台の背面側に設けた複数の充電コイルに
よって構成した請求項１から３のいずれか一つに記載の車載用電子装置。
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【請求項５】
複数の携帯機器に対する充電が可能な車載用充電機器と、この車載用充電機器で充電中の
携帯機器からの情報を表示する車載用電子機器とを備え、前記車載用充電機器は、複数の
携帯機器が設置される複数の設置エリアを配置した充電台と、この充電台の背面側に設け
た充電手段と、この充電手段に接続した充電制御部と、この充電制御部に接続した充電通
信部とを有し、前記車載用電子機器は、前記充電通信部との通信を行う電子機器通信部と
、この電子機器通信部に接続した電子機器制御部と、この電子機器制御部に接続した複数
のスピーカとを有し、前記電子機器制御部は、前記充電台の設置エリアにおいて充電され
ている前記携帯機器の通信状態を、前記設置エリアに対応する部分のスピーカの発音によ
って報知させる構成とした車載用電子装置。
【請求項６】
前記車載用充電機器の前記充電手段は、前記充電台の背面側に設けた複数の充電コイルに
よって構成した請求項５に記載の車載用電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載用充電機器を有する車載用電子装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯機器、例えば携帯電話の高性能化に伴い、その電力消費が大きくなり、車両内にお
いても充電を行えるようにすることが望まれている。また、車両内においては、複数の携
帯電話を同時に充電することも望まれている（例えば、これに類似する技術としては、下
記特許文献１が存在する）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１２０３６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記従来例における課題は、複数の携帯電話を充電している時に、例えば携帯電話の着
信があった場合、いずれの携帯電話の着信があったのかということが瞬時に判別すること
ができず、極めて使い勝手の悪いものとなる。
【０００５】
　例えば、運転をしている者は、携帯電話の着信があったからといって目線を車載用充電
機器に向けることは、好ましくない。また、後部座席に乗っている者は、前席に顔を移動
させることなどして、いずれの携帯電話の着信があったのかということを判別することと
なり、この場合も好ましくない。
【０００６】
　そこで、本発明は、使い勝手を向上させることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そしてこの目的を達成するために本発明は、複数の携帯機器に対する充電が可能な車載
用充電機器と、この車載用充電機器で充電中の携帯機器からの情報を表示する車載用電子
機器とを備え、前記車載用充電機器は、複数の携帯機器が設置される複数の設置エリアを
配置した充電台と、この充電台の背面側に設けた充電手段と、この充電手段に接続した充
電制御部と、この充電制御部に接続した充電通信部とを有し、前記車載用電子機器は、前
記充電通信部との通信を行う電子機器通信部と、この電子機器通信部に接続した電子機器
制御部と、この電子機器制御部に接続した表示部とを有し、前記電子機器制御部は、前記
充電台の設置エリアにおいて充電されている前記携帯機器の通信状態を、前記表示部の、
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前記充電台の設置エリアに対応する部分に表示させる構成とし、これにより所期の目的を
達成するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　以上のように本発明は、複数の携帯機器に対する充電が可能な車載用充電機器と、この
車載用充電機器で充電中の携帯機器からの情報を表示する車載用電子機器とを備え、前記
車載用充電機器は、複数の携帯機器が設置される複数の設置エリアを配置した充電台と、
この充電台の背面側に設けた充電手段と、この充電手段に接続した充電制御部と、この充
電制御部に接続した充電通信部とを有し、前記車載用電子機器は、前記充電通信部との通
信を行う電子機器通信部と、この電子機器通信部に接続した電子機器制御部と、この電子
機器制御部に接続した表示部とを有し、前記電子機器制御部は、前記充電台の設置エリア
において充電されている前記携帯機器の通信状態を、前記表示部の、前記充電台の設置エ
リアに対応する部分に表示させる構成としたものであるので、極めて使い勝手の良いもの
となる。
【０００９】
　すなわち、本発明においては、前記電子機器制御部によって、前記充電台の設置エリア
において充電されている前記携帯機器の通信状態を、前記表示部の、前記充電台の設置エ
リアに対応する部分に表示させる構成としたものであるので、例えば、携帯機器が携帯電
話であった場合の着信は、その設置エリアに対応する部分に表示されるので、運転者であ
っても後部座席に座る者であっても、容易に該当する携帯電話を判別することができ、極
めて使い勝手の良いものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる車載用電子装置を車両に搭載した状態を示す図
【図２】同車載用電子装置の制御ブロック図
【図３】同車載用電子機器の正面図
【図４】同車載用充電機器の構成を示す図
【図５】同車載用電子機器の正面図
【図６】同車載用電子装置の動作フローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施の形態を、図面を用いて説明する。
（実施の形態１）
　図１において、１は車両本体を示し、この車両本体１の車内２前方にはハンドル３が配
置され、またハンドル３の後方には、前席４、５、後席６、７が配置されている。
【００１２】
　また、車内２のハンドル３左方には車載用電子装置を構成する車載用電子機器８が配置
され、さらに前席４、５間には、車載用電子装置を構成する車載用充電機器９が配置され
ている。
【００１３】
　また、前席４の右手前方には、スピーカ１０が配置されている。さらに、前席５の左手
前方には、スピーカ１１が配置されている。
【００１４】
　さらにまた、後席６の右手前方には、スピーカ１２が配置されている。さらに、後席７
の左手前方には、スピーカ１３が配置されている。
【００１５】
　図２は、車載用電子機器８と車載用充電機器９の制御ブロックを示している。
【００１６】
　すなわち、本実施形態の車載用電子装置は、複数の携帯電話（携帯機器の一例）１４、
１５、１６、１７に対する充電が可能となった車載用充電機器９と、この車載用充電機器
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９で充電中の携帯電話１４～１７からの情報を表示する車載用電子機器８とにより構成さ
れている。
【００１７】
　また、前記車載用充電機器９は、図４のごとく複数の携帯電話１４～１７が設置される
４つ（複数）の設置エリア１８、１９、２０、２１を配置した充電台２２と、図２に示す
ごとくこの充電台２２の背面側に設けた充電コイル（充電手段の一例）２３、２４、２５
、２６と、この充電コイル２３～２６に接続した充電制御部２７と、この充電制御部２７
に接続した充電通信部２８とを有する。
【００１８】
　さらに、前記車載用電子機器８は、前記充電通信部２８との通信を行う電子機器通信部
２９と、この電子機器通信部２９に接続した電子機器制御部３０と、この電子機器制御部
３０に接続した表示部３１とを有する。
【００１９】
　また、前記電子機器制御部３０には、図３で示した各種入力部３２、増幅部３３、メモ
リ３４、無線通信部３５が接続されている。
【００２０】
　なお、携帯電話１４～１７は、それぞれの端末制御部３６に、それぞれの無線通信部３
７と充電コイル３８を接続した構成となっている。
【００２１】
　以上の構成において、図２に示すごとく、車載用充電機器９の設置エリア１８に携帯電
話１４を設置し、また設置エリア１９に携帯電話１５を設置し、さらに設置エリア２０に
携帯電話１６を設置し、さらにまた設置エリア２１に携帯電話１７を設置して充電を開始
した状態について説明する。
【００２２】
　このとき、車載用充電機器９の充電コイル２３と携帯電話１４の充電コイル３８は、図
２に示すごとく、充電台２２を介して対向した状態となっている（他のものも同様になっ
ている）。そして、このように車載用充電機器９の充電コイル２３と携帯電話１４の充電
コイル３８が対向すると、充電が開始される（図６のＳ１）。なお、充電コイル２３と充
電コイル３８の対向により、設置エリア１８に携帯電話１４が設置されたことを検出する
技術は、例えば、特開２００９－２４７１９４号公報などにより知られているので、ここ
では、説明の煩雑化を避けるために詳細な説明は省略する。
【００２３】
　さて、このような携帯電話１４の充電時において、携帯電話１４に着信があると（図６
のＳ２）、携帯電話１４の端末制御部３６は、充電コイル３８を介して車載用充電機器９
に携帯電話１４の着信を知らせる。具体的には、この着信は、充電コイル２３を介して充
電制御部２７に伝達され、この充電制御部２７によって、図４の設置エリア１８に配置さ
れた携帯電話１４に着信があったことが理解される（図６のＳ３）。
【００２４】
　充電制御部２７は、充電通信部２８を介して車載用電子機器８の電子機器通信部２９に
携帯電話１４への着信があったことが通知される（図６のＳ４）。
【００２５】
　この電子機器通信部２９に接続された電子機器制御部３０は、設置エリア１８に配置さ
れた携帯電話１４に着信があったことを表示部３１とスピーカ１０に通知する（図６のＳ
５、Ｓ６、Ｓ７）。
【００２６】
　この内スピーカ１０は、図１に示したごとく、前席４の右手前方に配置されたものであ
るので、ここから着信を知らせる通知音が発せられると、前席４に着席している運転者の
携帯電話１４に着信があったことが報知される（図６のＳ８）。
【００２７】
　また、同時に表示部３１には、図５のごとく、携帯電話１４に着信があったことが表示
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される。具体的には、表示部３１は、矩形状となっており、前席４を想定させる右上のコ
ーナー部分に、前席４に着席している運転者の携帯電話１４に着信があったことを知らせ
る着信マーク３９を表示させ、これにより、前席４に着席している運転者の携帯電話１４
に着信があったことが報知される（図６のＳ８）。
【００２８】
　この例では、着信のあった携帯電話１４は、運転者のものであるので、運転中には、こ
れを取ることができないので、図５に示すごとく、表示部３１には、着信マーク３９が表
示され続けることになる。
【００２９】
　またこれとは異なり、設置エリア１９に設置された携帯電話１５に着信があった場合に
は、図５に示すごとく、表示部３１の右下コーナー部分に着信マーク４０が表示されると
ともに、図１に示す後席６右手前方のスピーカ１２から通知音による報知が行われるので
、このときは、後席６に座る搭乗者が自分の携帯電話１５を車載用充電機器９の充電台２
２から取り外して通話を行うことになる。この時は、図６のＳ９のごとく、携帯電話１５
に対応する充電コイル２４への通電が停止されるとともに、図５に示した着信マーク４０
も消され、スピーカ１２による通知も停止される（図６のＳ１０）こととなる。
【００３０】
　その後、前席５に座る搭乗者の携帯電話１６にメール着信があると、上述と同様にして
、スピーカ１１からの通知音による報知と、図５に示す表示部３１の左上コーナーへのメ
ール着信を示す着信マーク４１が表示されることになる。そしてこれもメール確認のため
に、前席５に座る搭乗者が、自分の携帯電話１６を車載用充電機器９の充電台２２から取
り外すと、図６のＳ９のごとく、携帯電話１６に対応する充電コイル２５への通電が停止
されるとともに、図５に示した着信マーク４１も消され、スピーカ１１による通知も停止
される（図６のＳ１０）こととなる。
【００３１】
　以上のごとく、本実施形態においては、前記電子機器制御部３０によって、前記充電台
２２の設置エリア１８、１９、２０、２１において充電されている前記携帯電話１４、１
５、１６、１７の通信状態を、前記表示部３１の、前記充電台２２の設置エリア１８、１
９、２０、２１に対応する部分に表示させる構成としたものであるので、例えば、携帯機
器が携帯電話１４、１５、１６、１７であった場合の着信は、その設置エリア１８、１９
、２０、２１に対応する部分に表示されるので、運転者であっても後部座席に座る者であ
っても、容易に該当する携帯電話１４、１５、１６、１７を判別することができ、極めて
使い勝手の良いものとなる。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　以上のように本発明は、複数の携帯機器に対する充電が可能な車載用充電機器と、この
車載用充電機器で充電中の携帯機器からの情報を表示する車載用電子機器とを備え、前記
車載用充電機器は、複数の携帯機器が設置される複数の設置エリアを配置した充電台と、
この充電台の背面側に設けた充電手段と、この充電手段に接続した充電制御部と、この充
電制御部に接続した充電通信部とを有し、前記車載用電子機器は、前記充電通信部との通
信を行う電子機器通信部と、この電子機器通信部に接続した電子機器制御部と、この電子
機器制御部に接続した表示部とを有し、前記電子機器制御部は、前記充電台の設置エリア
において充電されている前記携帯機器の通信状態を、前記表示部の、前記充電台の設置エ
リアに対応する部分に表示させる構成としたものであるので、極めて使い勝手の良いもの
となる。
【００３３】
　すなわち、本発明においては、前記電子機器制御部によって、前記充電台の設置エリア
において充電されている前記携帯機器の通信状態を、前記表示部の、前記充電台の設置エ
リアに対応する部分に表示させる構成としたものであるので、例えば、携帯機器が携帯電
話であった場合の着信は、その設置エリアに対応する部分に表示されるので、運転者であ
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っても後部座席に座る者であっても、容易に該当する携帯電話を判別することができ、極
めて使い勝手の良いものとなる。したがって、車載用電子装置としての活用が期待される
ものである。
【符号の説明】
【００３４】
　１　車両本体
　２　車内
　３　ハンドル
　４、５　前席
　６、７　後席
　８　車載用電子機器
　９　車載用充電機器
　１０、１１、１２、１３　スピーカ
　１４、１５、１６、１７　携帯電話（携帯機器の一例）
　１８、１９、２０、２１　設置エリア
　２２　充電台
　２３、２４、２５、２６　充電コイル（充電手段の一例）
　２７　充電制御部
　２８　充電通信部
　２９　電子機器通信部
　３０　電子機器制御部
　３２　各種入力部
　３３　増幅部
　３４　メモリ
　３５　無線通信部
　３６　端末制御部
　３７　無線通信部
　３８　充電コイル
　３９、４０、４１　着信マーク
【要約】
【課題】本発明は車載用電子装置に関するもので、使い勝手を向上させることを目的とす
るものである。
【解決手段】前記電子機器制御部３０によって、前記充電台２２の設置エリア１８、１９
、２０、２１において充電されている前記携帯電話１４、１５、１６、１７の通信状態を
、前記表示部３１の、前記充電台２２の設置エリア１８、１９、２０、２１に対応する部
分に表示させる構成としたものであるので、例えば、携帯機器が携帯電話１４、１５、１
６、１７であった場合の着信は、その設置エリア１８、１９、２０、２１に対応する部分
に表示されるので、運転者であっても後部座席に座る者であっても、容易に該当する携帯
電話１４、１５、１６、１７を判別することができ、極めて使い勝手の良いものとなる。
【選択図】図２
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